
 

 

 会計年度任用職員である技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月28日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第31号 

   会計年度任用職員である技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 会計年度任用職員である技能職員等の給与に関する規則（令和元年岩手県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （技能職員等の給料）  （技能職員等の給料） 

第３条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第

１項第１号に掲げる職員である技能職員等（以下「第１号技

能職員等」という。）の給料の額は、給与規則の適用を受け

る職員（以下「給与規則適用職員」という。）であって常勤

である職員が適用される技能職等給料表の職務の級の１級の

１号給（学歴免許等の資格及び経験年数を有する第１号技能

職員等にあっては、知事が別に定める範囲内で給与規則適用

職員の例により調整した号給）に定める額（技能職等給料表

の職務の級の１級の121号給の給料月額に相当する額を超え

る場合は、当該額）（以下この条において「基礎額」という

。）を基礎とし、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

第３条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第

１項第１号に掲げる職員である技能職員等（以下「第１号技

能職員等」という。）の給料の額は、給与規則の適用を受け

る職員（以下「給与規則適用職員」という。）であって常勤

である職員が適用される技能職等給料表の職務の級の１級の

１号給（学歴免許等の資格及び経験年数を有する第１号技能

職員等にあっては、知事が別に定める範囲内で給与規則適用

職員の例により調整した号給）に定める額（技能職等給料表

の職務の級の１級の105号給の給料月額に相当する額を超え

る場合は、当該額）（以下この条において「基礎額」という

。）を基礎とし、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （会計年度任用職員の給与等に関する規則の読替え）  （会計年度任用職員の給与等に関する規則の読替え） 

第10条 第４条又は第７条の規定により会計年度任用職員の例

による場合における会計年度任用職員の給与等に関する規則

（令和元年岩手県人事委員会規則第９号）の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

第10条 第４条又は第７条の規定により会計年度任用職員の例

による場合における会計年度任用職員の給与等に関する規則

（令和元年岩手県人事委員会規則第９号）の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

  ［略］      ［略］    

 第６条第２項     第６条第２項 特地勤務手当に相当

する報酬 

特地勤務手当  

  月額基本報酬  ［略］    月額基本報酬  ［略］  

  日額基本報酬  ［略］    日額基本報酬  ［略］  

  特地勤務手当に相当

する報酬 

特地勤務手当       

  ［略］      ［略］    

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



 

 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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